
令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度
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（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

計 画 給 水 人 口
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６２箇所（１０２池）配水池設置数
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供 用 開 始 年 月 日 昭和２４年　５月２１日

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

水道事業

現 在 給 水 人 口 20,216
全部適用

計 画 期 間 ： ～

管 路 延 長

水 源 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

別添１－２

松浦市水道事業経営戦略

事業の現況

　本市の水道料金体系は、基本水量を設定し、使用水量が基本水量を超過した場合に、使用水量に応じた従量料金を加算するも
のとなっています。この料金体系は、水源開発や施設拡張等に多額の費用を要することから、これに伴う費用を大口利用者の料金
に反映させ、生活用水の需要者に配慮するとともに、従量料金単価を逓増型とすることにより節水意識を働かせることで水需要を抑
制し、省資源化を図る環境的観点から導入しております。

482.02 千ｍ

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

施 設 利 用 率 58.13

施 設 数

策 定 日 ：

団 体 名 ：

事 業 名 ：

松浦市

　〇経営比較分析表（別添）

平成２９年　４月　１日

これまでの主な経営健全化の取組

　本市では、平成２９年度において簡易水道事業等の水道事業への経営統合を進め、平成３０年度から市内の水道事業を一本化しています。
　民間活用に関しては、経営の効率化を実現するため、事業全般にわたり見直しを行ってきました。現在は、量水器検針業務、水道施設管理業務、給水装置施設等の
補修業務など一部の業務を民間委託しておりますが、電気設備等の専門的知識や技術を要する施設以外の施設に係る維持管理については外部委託をすることなく、
職員が自ら行うことにより、維持管理費の削減に努めております。また、耐用年数を経過した施設についても、安価で対応できる修繕やメンテナンス等で維持管理をし、
可能な限り更新費用の抑制に努めてきたところです。
　さらに、令和６年３月に中長期的な視点に立って施設の評価及び財政計画を作成するため、アセットマネジメントを実施しました。平成１９年度から平成２１年度にかけ
ては、補償金免除繰上償還制度を活用し、一部地方債の繰上償還を行い、公債費の削減を図りました。

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

※会年は会計年度任用職員 （令和７年４月１日現在）

　市民総務係

鷹島支所長 支所課長 　産業建設係　（係長、主査）

　市民総務係

　産業建設係　（係長、主査、主事、技師）

　下水道施設係

　下水道業務係

　工業用水道係

福島支所長 支所課長

参事

補佐

　水道施設係　（係長、主任、主査、会年）

市長 上下水道課長 　水道業務係　（係長、主任、主事、主事補、会年）

（令和７年４月１日現在）
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２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

料金収入の見通し

　料金収入については、有収水量に供給単価を乗じて推計しました。料金改定なしの場合と令和１０
年度（旧上水改定率58％）、１５年度（旧上水改定率20％、旧簡水改定率15％）、２０年度
（旧上水改定率19％、旧簡水改定率12％、旧上水工業用改定率14％）、２５年度（旧上水改定
率20％、旧簡水改定率15％、旧上水工業用15％）の５年間隔で４回改定した場合の２つのパターン
で試算を行っています。
　その結果、令和１２年度で約109,000千円、２７年度で約380,000千円、４７年度で約304,000千円
の収入の差が発生します。
安定経営のためには、料金改定は避けられない状況となっています。
　具体的な料金改定率等の数値は、今後検討していきます。

　本市の水道事業は、組織の見直しや業務の効率化などにより、適正な職員数の確保に努めてまいりました。
　平成27年度は簡易水道事業職員を含め１９名（うち正規職員１６名）でしたが、近年は１６名（うち正規職員１２名）で推移しております。
　今後も市民の皆様に必要十分なサービスを提供するため、大幅な職員数の削減は検討しておりませんが、少子化に伴う土木技師職員の採用数の減少等、担い手不
足が深刻化しており、施設更新を実施していくのに必要な職員数の確保ができない見込みです。

　本市の水道事業については、給水区域の拡張や水需要の増加に伴い施設整備を行ってきました。その結果、現在では１９箇所の浄水場と６２箇所（１０２池）の配水池
を管理しております。
　施設整備に当たっては、効率的な施設運用に配意し、各地区の実情に即し実施してまいりましたが、現有施設の中には創設当時から使用している施設もあり、老朽
化が進んでいます。
　浄水施設は、多くの構築物や機械電気設備を有しており、かつ、老朽化も進んでいるため、今後の更新需要の増加が懸念されます。また、維持管理に多くの労力を
必要としているため、水源水質の動向を注視しながら、適切な処理能力の検討を含めた更新等の対策を行う必要があります。
　管路については、水道事業の統合整備や道路改良事業等に併せて布設替えを行ってきましたが、創設当時のまま使用している配管が多くあります。
　本市の地盤は、比較的良好と判断されており、地震による管の破損や継手部の抜け出し等による断水を生じる可能性は低いと考えています。しかしながら想定外の事
態に対応するためには、リスクに備え管路を耐震化する必要がありますが、管路延長は膨大であり、更新には莫大な時間と費用がかかるため、費用対効果を検証のう
え、設備の更新計画と合わせた実施や、ダウンサイジングも視野に入れ検討を行います。
　近年では人口減少に伴う水需要の減少により、一日平均給水量は減少傾向であり、今後もこの傾向は顕著になると予想されます。このような状況の中で、現在の配水
施設の能力を維持した場合、過大な更新費用や維持費がかかることになり、将来の財政を圧迫することとなります。施設の統廃合を検討するとともに、更新投資を計画
する際は、ダウンサイジングやスペックダウンについても検討し、将来の水需要に応じた適切な規模の施設整備となるよう計画します。

　平成３０年度策定の「松浦市水道事業経営戦略」における下記の基本理念及び基本方針を令和７年度策定の「松浦市水道事業経営戦略」においても継承します。

【基本理念】
　『市民から信頼される水道』

【基本方針】
　■安全：「安全で安心な水の供給」　⇒　すべての市民が安全で安心して美味しく飲める水道
　■強靭：「災害に強い水道の構築」　⇒　災害に強く、いつでもどこでも利用できる水道
　■持続：「持続可能な事業運営」　⇒　給水サービスの充実と経営の効率化

給水人口の予測

　水需要（有収水量）の予測については、用途別に予測を行いました。
　まず、生活用水量は、生活用原単位に給水人口を乗じることにより算出しています。ここで、生活用
原単位は時系列傾向分析により推計することを基本とし、時系列傾向分析による推計結果が採用
できない場合には、実績値の動向から将来値を設定しました。
　業務・営業用水量についても時系列傾向分析により推計し、時系列傾向分析での推計結果が
採用できない場合には、実績値の動向から将来値を設定しました。
　工場用水量は実績値を基に設定する「すう勢分」に工業団地等の開発による「工場用水量開発分」
を加算しました。
　その他用水量は、工事用やイベント用などの臨時用水を含んでいることから経年的な傾向を示す
ものではなく、ここでは安全を見て１０年間の最大値により将来値を設定しました。

水需要の予測

施設の見通し

　本市の総人口は、１９６０年（昭和３５年）の６０，９１２人をピークに、その後、炭鉱閉山などの理由に
より大幅に減少に転じ、令和６年度末では２０，２４９人となっています。
　今後も自然減少と社会減少により、本市の人口は減少すると推計されています。
　このため、将来の給水人口の予測にあたっては、簡易水道事業等との経営統合に向け平成２９年度
に第４次拡張事業の認可申請を行った際の水需要予測値をもとに、令和５年に社会保障・人口問題
研究所が公表した「日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）」による推計値に置き換えた
給水人口の予測値を用いています。
　ただし、この推計値は５年飛びであるため、途中年度については直線補間により設定しました。

組織の見通し
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

目 標
　●施設の統廃合を実施し、７０％以上の施設利用率を確保します。
　●適切なペースでの管路更新を実施し、管路更新率を年２％とします。
　●災害に強い水道を目指すため、浄水施設の耐震化率１００％を目指します。

目 標

●実質的な料金回収率は、１００％以上を確保します。
　　地方公営企業として独立採算で経営を行えるようにするためには、料金回収率１００％を確保し、料金収入で
　経費が賄えるようになることが必要です。ただし、旧簡易水道事業分の繰入については考慮します。
●企業債残高対給水収益比率は、類似団体平均値以下を目指します。
　　将来の世代へ負債の先送りをしないようにするため、企業債残高を類似団体平均値以下となるように起債を
　抑制します。
●資金残高は４億円以上を確保します。
　　資本的収入が資本的支出に対し不足する額を補填する資金残高については、年間の給水収益相当である
　４億円以上を確保します。

②　収支計画のうち財源についての説明

〇建設改良費

　本経営戦略の投資計画は、水道施設及び管路等について、耐震化・更新の必要性を考慮した計画であり、長期的な事業運営を見据えたうえで、令和８年度から令和
１７年度までの１０年間で最も優先すべき事項について計画したものです。
　施設の整備は、現在課題を持つ志佐浄水場改良の検討及び工事実施を計画し、他の施設は統合事業整備等による整備を検討しています。多くの施設が更新期を
迎えるにあたり、施設の耐震化を踏まえた更新が必要となるため、計画的な整備を行う必要があります。
　施設整備に係る事業は、安全で安心な水の供給を第一優先事項とし、併せて効率的な水運用を実現するための検討も実施します。また、管路の整備においては、可
能な限り緊急時に飲料水を確保するための連絡管の布設やバイパス管となる配水管や老朽管の更新を行います。
　令和５年度に実施したアセットマネジメントでは、法定耐用年数で更新した場合には構築物・設備、管路の推計期間40年間の合計で約467億円になり、年平均では約
11億円になります。これは、現在の年間の給水収益約４億円の約３倍の金額が毎年必要となる計算です。これまでの水道施設の更新実績、現在の人員体制では、年間
２億円程度の更新規模になるため、アセットマネジメントと実績の金額の差は、今後、施設・設備の統廃合、広域化の取組を進めながら埋めていくことと致します。
　この推計どおりに更新していくことは不可能ですので、実施可能な更新需要を計画しなければなりません。さらに、施設整備に係る費用やその財源確保等の検討を行
うために「アセットマネジメント」を活用し、経営健全化への取り組みも行います。

■料金収入
　「２．将来の事業環境　（３）料金収入の見通し」で示したとおりです。
■企業債
　　投資に必要な財源としては、類似団体平均の400％を超えないように企業債を発行します。
■国庫補助金
　　交付基準に該当するものについては、国庫補助金を確保する方針ですが、現在の投資計画においては、現状の交付基準に該当するものはないため、国庫補助金
　は見込んでおりません。
■他会計出資金
　　一般会計からの繰入金については、財政部局と調整のうえ、総務省が定める繰出基準に基づいて適切な額を確保します。なお、収支不足が発生している旧簡易
　水道事業分については、減価償却費などの費用を除く、現金ベースでの不足額について補助を受けることとしております。
■工事負担金
　配水管移設工事等に伴う収入として、毎年発生するか分からないため、見込んでおりません。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

■職員給与費
　〇年間１人当たりの給与手当は、令和６年度の技術系、事務系職員別に単価を算出した。令和７年度以降のアップ率は人事院勧告の給料等級４級の平均改定率を
　　参考に年１．５％とした。
■動力費、薬品費
　〇令和６年度の１㎥あたりの単価に対し、内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」における過去投影ケースの消費者物価上昇率を乗じて、令和７年度から
　　令和１７年度の費用を算出した。
■修繕費、資産減耗費
　○令和２年度から令和６年度までの５年間の修繕費の平均額に内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」における過去投影ケースの消費者物価上昇率を
　　乗じて令和７年度から令和１７年度の費用を算出した。
■事務費・作業費、下記以外のその他の経費
　〇令和６年度の金額に対し、内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」における過去投影ケースの消費者物価上昇率を乗じて令和７年度から令和１７年度
　　の費用を算出した。
■減価償却費
　〇令和７年度以降に取得する資産分として、耐用年数を土木・建築は５８年、配管類は４０年、電気・機械類は１６年、量水器・工具器具備品は８年の定額法で
　　減価償却費を推計し、これに令和６年度までの既得資産分を加算して算出した。
■支払利息
　〇令和７年度以降の新規発行分については、浄水施設のための企業債は据置期間５年の３０年で、元利均等償還（年利率２％）するものとして推計し、これに
　　令和６年度までの既発債に係る分を加算して算出した。



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資について検討状況等

②　財源について検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

　今後、施設の更新需要が増大する見込みであるため、更新に要する費用を確保することが課題となっており、そのために適正な
料金で水道水を提供する必要があります。
「２.将来の事業環境　（３）料金収入の見通し」で示したとおり、料金改定なしの場合と目標を達成するようにR10年度に旧上水区域
を58％の料金改定、R15年度に旧上水区域を20％、旧簡水区域を15％の料金改定、R20年度に旧上水区域を19％、旧上水区域の
用途区分工業用を14％、及び旧簡水区域の基本料金を12％、超過料金を10％の料金改定、R25年度に旧上水区域の基本料金を
24％、超過料金を10％、旧上水区域の用途区分工業用を15％、及び旧簡水区域の基本料金を15％、超過料金を10％の料金改定
を行った場合の２つのパターンで試算を行ったところ、令和12年度で約109,000千円、17年度で約121,000千円、27年度で約
362,000千円、47年度には約289,000千円の収入の差が発生するため、この差額を埋めるための見直しを令和８年度から検討しま
す。
　また、現在、旧簡易水道事業と旧上水道事業の料金は統一されていないため、統合後の水道事業の一つの課題となっています。
受益者にとって公平な料金体系とはどうあるべきかということも勘案しながら、併せて見直しを検討していきます。

動 力 費

職 員 給 与 費

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　ダウンサイジングやスペックダウンなどの施設能力の見直しにより、維持管理費の削減に努めます。

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実

　アセットマネジメントの充実については、タイプ３Ｃを採用し（ア）「法定耐用年数で更新した場合」、（イ）「重要度を考慮して更新し
た場合」、（ウ）「重要度を考慮し、平準化して更新した場合」の３パターンで更新需要を推計しましたが、最も更新需要が平準化され
た（ウ）のパターンにおいても検討期間40年間の更新需要は約193億円になり、年平均でも約4億円となるため、上記の取組みを検
討しながらアセットマネジメントと実施可能な更新需要の差を埋めていきます。

繰 入 金

　施設統合が可能な一部の旧簡易水道事業については、浄水場等を廃止・統合することとして検討してまいります。今後も事業運
営にあたっては、水需要の減少に伴い過大となる施設能力を見直していきます。

施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 の
投 資 の 平 準 化

　今後、施設の更新需要が増大する見込みですが、更新に要する財源を確保することが課題となっています。アセットマネジメントを
活用して優先順位をつけた投資計画を検討し、投資の平準化を図ります。

広 域 化
　施設管理業務等の委託や薬品等の共通的な物品等の購入に関し、近隣市町と共同発注について、その可否と効果を研究・模索
していきたいと考えております。
　また、近隣市町との水道水の融通等、広域連携を含めた施設整備については、長期的な課題であると認識しております。

料 金

そ の 他 の 取 組
　水道の基幹施設である浄水施設及び送配水施設においては、耐震診断を行い、耐震性能の向上を図る必要がありますが、現有
施設は老朽化しているため、耐震補強のみにとらわれず、更新需要を見図りながら効率的な耐震化の実施を検討します。

　将来の世代へ負債の先送りをしないようにするため、企業債残高対給水収益比率が類似団体平均の400％を超えないように起債
を抑制します。

　繰入金については、総務省から通知される「地方公営企業繰出金について（通知）」による繰出基準の範囲内が原則であると考え
ており、これまでの旧上水道事業においては、公営企業に求められている独立採算制の原則に基づいた経営を行ってまいりまし
た。
しかしながら、平成３０年度からの旧簡易水道事業会計との経営統合以降は、旧簡易水道事業会計が従来から収支の不足分を一
般会計からの基準外繰入金で賄っていたこと、また、その収支不足額が松浦市水道事業の経営に非常に大きい影響を与えることか
ら、今後も旧簡易水道事業における現金ベースでの収支不足額については、一般会計からの基準外繰入金で賄うこととしていま
す。

　現時点でＰＦＩ・ＤＢＯ方式等によるコンセッション方式などの民間活用手法の導入予定はありません。
　今後も事例研究などを行い、どのような手法により事業実施をするのが最も適切であるか、水供給の安全性・安定性、危機管理体
制の維持等も考慮しながら、調査し検討していきます。

民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

　既設水源の水量を確保しつつ、可能な限り浄水場間の水融通を行うとともに、浄水場の統廃合など効率的な水運用が可能な方策
を検討し、運用コストの低減に努めます。
　また、赤水、出水不良の原因となる老朽化した管の布設替えを計画的に行い、有効率の向上を図るとともに、計画的・効率的な漏
水調査を行い、漏水の原因となる施設・要因を改善し、有収率を向上させることで、施設の効率的な運用を図ります。

　今後も継続的に業務の見直しを行い、適正な人員の配置に努めてまいります。

そ の 他 の 取 組

　主に、旧簡易水道事業において整備を行ってきた小規模施設においては、維持管理に多大な労力を要しています。現在、過剰
スペックとなっていると考えられる施設については、施設の更新、耐震化と併せて検討を行ってまいります。

　経営比較分析表における有収率を見た場合、現状では、類似団体を大きく上回っており、日々の施設管理や漏水個所の調査・修
繕が適切に行われていると言えます。
　今後も適切な維持管理等を継続していきます。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

そ の 他 の 取 組

修 繕 費

　現在は、量水器検針業務、水道施設管理業務、給水装置施設等の補修業務など一部の業務を民間委託しております。
　今後、料金収納や閉開栓の業務など、民間委託が可能な業務については、アウトソーシングを検討するとともに、各種業務の一元
的・包括的な委託など、運用手法そのものの効率化も併せて検討していきます。

　該当なし

企 業 債

委 託 料



５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

　経営戦略は、毎年度進捗管理（モニタリング）を行うとともに、３～５年に一度見直し（ローリング）を行うことが必要です。
　見直しにあたっては、経営戦略の達成度を評価し、投資・財政計画やそれを構成する投資試算・財源試算と実績との
乖離及びその原因を分析し、その結果を企業経営に反映させる計画策定（Ｐｌａｎ）－実施（Ｄｏ）－検証（Ｃｈｅｃｋ）－見直
し（Ａｃｔｉｏｎ）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）を導入します。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項



様式第2号（法適用企業・収益的収支）
※料金改定なし、一般会計からの基準外繰入金なし（収益的収入）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 R5 R6

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． (A) 418,333 418,502 441,860 438,461 435,998 432,227 428,904 425,228 422,880 418,408 415,119 411,881 409,647

(1) 404,744 404,129 428,254 424,855 422,392 418,621 415,298 411,622 409,274 404,802 401,513 398,275 396,041
(2) (B) 43
(3) 13,546 14,373 13,606 13,606 13,606 13,606 13,606 13,606 13,606 13,606 13,606 13,606 13,606

２． 143,230 146,807 156,815 88,099 87,964 97,184 94,256 92,178 91,609 90,058 89,794 85,532 85,099

(1) 79,902 78,282 79,897 6,732 4,216 13,272 11,920 11,259 11,886 12,191 12,545 11,569 11,783

79,902 78,282 79,897 6,732 4,216 13,272 11,920 11,259 11,886 12,191 12,545 11,569 11,783

(2) 61,911 68,483 76,918 81,367 83,748 83,912 82,336 80,919 79,723 77,867 77,249 73,963 73,316
(3) 1,417 42

(C) 561,563 565,309 598,675 526,560 523,962 529,411 523,160 517,406 514,489 508,466 504,913 497,413 494,746

１． 532,361 545,244 559,537 563,213 572,086 568,511 568,800 567,430 573,708 567,090 567,968 561,423 582,861

(1) 109,853 119,039 129,140 131,077 133,043 135,039 137,064 139,120 141,207 143,326 145,476 147,658 149,873
93,210 98,313 106,655 108,592 110,558 112,554 114,579 116,635 118,722 120,841 122,991 125,173 127,388
7,981 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571
8,662 9,155 10,914 10,914 10,914 10,914 10,914 10,914 10,914 10,914 10,914 10,914 10,914

(2) 218,584 210,400 202,307 203,975 204,776 205,728 206,733 207,842 209,113 209,942 211,006 212,073 213,360

55,348 68,806 66,423 66,414 66,170 66,042 65,951 65,939 66,052 65,788 65,713 65,632 65,725

50,411 61,114 52,965 53,707 54,190 54,678 55,170 55,667 56,168 56,674 57,184 57,699 58,218

292 287 579 587 592 597 602 607 612 618 624 630 636

112,533 80,193 82,340 83,267 83,824 84,411 85,010 85,629 86,281 86,862 87,485 88,112 88,781
(3) 203,924 215,805 228,090 228,161 234,267 227,744 225,003 220,468 223,388 213,822 211,486 201,692 219,628

２． 20,946 16,941 12,007 8,309 5,464 3,566 4,336 5,300 8,177 9,237 11,437 12,837 18,331

(1) 20,150 15,297 11,090 7,392 4,547 2,649 3,419 4,383 7,260 8,320 10,520 11,920 17,414

(2) 796 1,644 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917

(D) 553,307 562,185 571,544 571,522 577,550 572,077 573,136 572,730 581,885 576,327 579,405 574,260 601,192

(E) 8,256 3,124 27,131 △ 44,962 △ 53,588 △ 42,666 △ 49,976 △ 55,324 △ 67,396 △ 67,861 △ 74,492 △ 76,847 △ 106,446

(F)

(G)

(H)

8,256 3,124 27,131 △ 44,962 △ 53,588 △ 42,666 △ 49,976 △ 55,324 △ 67,396 △ 67,861 △ 74,492 △ 76,847 △ 106,446

(I) △ 30,329 △ 27,205 △ 74 △ 45,036 △ 98,624 △ 141,290 △ 191,266 △ 246,591 △ 313,987 △ 381,848 △ 456,340 △ 533,187 △ 639,634
(J) 752,034 749,541 750,788 750,788 750,788 750,788 750,788 750,788 750,788 750,788 750,788 750,788 750,788

17,359 12,604 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982
(K) 287,570 258,685 228,698 190,591 160,029 134,914 108,085 96,708 87,103 87,103 90,381 93,257 98,406

173,081 164,732 141,595 103,488 72,926 47,811 20,982 9,605 3,278 6,154 11,303

98,020 76,186 87,103 87,103 87,103 87,103 87,103 87,103 87,103 87,103 87,103 87,103 87,103
( I )

(A)-(B)

(L) - - - - - - - - - - - - -

(M) 418,290 418,502 441,860 438,461 435,998 432,227 428,904 425,228 422,880 418,408 415,119 411,881 409,647

- - - - - - - - - - - - -

(N) - - - - - - - - - - - - -

(O)

(P) 418,290 418,502 441,860 438,461 435,998 432,227 428,904 425,228 422,880 418,408 415,119 411,881 409,647

- - - - - - - - - - - - -

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

健 全 化 法 第 22 条 に より 算 定 した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

R7 R8 R9

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

地 方 財 政 法 施 行 令第 15条 第１ 項に より 算定 した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

R10 R11

74.2 91.3 109.9 129.5

R12 R13 R14 R15 R16

156.1

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出

R17

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 7.3 6.5 0.0 10.3 22.6 32.7 44.6 58.0



様式第2号（法適用企業・資本的収支）
※料金改定なし、一般会計からの基準外繰入金なし（収益的収入）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 R5 R6

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． 105,000 90,000 161,000 60,000 110,000 70,000 278,000 168,000

２．

３． 139,022 132,444 140,781 125,597 95,983 68,730 44,489 18,343 8,502

４．

５．

６．

７．

８． 146,911 5,482 69,093

９．

(A) 285,933 137,926 209,874 125,597 95,983 173,730 134,489 179,343 68,502 110,000 70,000 278,000 168,000

(B)

(C) 285,933 137,926 209,874 125,597 95,983 173,730 134,489 179,343 68,502 110,000 70,000 278,000 168,000

１． 259,522 100,664 112,193 308,493 122,293 212,293 182,293 323,293 122,293 222,293 142,293 557,293 337,293

２． 189,360 173,081 164,732 141,595 103,488 72,926 47,811 20,982 9,605 3,278 6,154

３．

４．

５．

(D) 448,882 273,745 276,925 450,088 225,781 285,219 230,104 344,275 131,898 222,293 142,293 560,571 343,447

(E) 162,949 135,819 67,051 324,491 129,798 111,489 95,615 164,932 63,396 112,293 72,293 282,571 175,447

１． 161,436 133,386 67,051 149,568 129,798 111,489 95,615 142,323 63,396 112,293 72,293 130,503 149,086

２．

３．

４． 1,513 2,433 174,923 22,609 152,068 26,361

(F) 162,949 135,819 67,051 324,491 129,798 111,489 95,615 164,932 63,396 112,293 72,293 282,571 175,447

(G)

(H) 734,219 561,138 396,406 254,811 151,323 183,397 225,586 365,604 416,000 526,000 596,000 870,722 1,032,568

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 R5 R6

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

88,386 86,557 79,897 23,178 18,077 13,272 11,920 11,259 11,886 12,191 12,545 11,569 11,783

35,823 30,809 24,097 23,178 18,077 13,272 11,920 11,259 11,886 12,191 12,545 11,569 11,783

52,563 55,748 55,800

266,138 137,926 209,874 125,597 95,983 68,730 44,489 18,343 8,502

91,145 85,115 82,067 71,217 52,763 38,198 24,731 10,258 4,803

174,993 52,811 127,807 54,380 43,220 30,532 19,758 8,085 3,699

354,524 224,483 289,771 148,775 114,060 82,002 56,409 29,602 20,388 12,191 12,545 11,569 11,783

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

R7 R8

R7 R8

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

R14 R15 R16 R17

補

塡

財

源

R9 R10 R11 R12 R13

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

う ち 職 員 給 与 費

R14 R15 R16 R17

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出

R9 R10 R11 R12 R13

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金



様式第2号（法適用企業・収益的収支）
※【参考】料金改定あり、一般会計からの基準外繰入金なし（収益的収入）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 R5 R6

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． (A) 418,333 418,502 441,860 438,461 435,998 543,281 539,032 534,290 531,305 525,524 602,955 598,149 594,888

(1) 404,744 404,129 428,254 424,855 422,392 529,675 525,426 520,684 517,699 511,918 589,349 584,543 581,282
(2) (B) 43
(3) 13,546 14,373 13,606 13,606 13,606 13,606 13,606 13,606 13,606 13,606 13,606 13,606 13,606

２． 143,230 146,807 156,815 88,099 87,964 97,184 94,256 92,178 91,609 90,058 89,794 85,532 85,099

(1) 79,902 78,282 79,897 6,732 4,216 13,272 11,920 11,259 11,886 12,191 12,545 11,569 11,783

79,902 78,282 79,897 6,732 4,216 13,272 11,920 11,259 11,886 12,191 12,545 11,569 11,783

(2) 61,911 68,483 76,918 81,367 83,748 83,912 82,336 80,919 79,723 77,867 77,249 73,963 73,316
(3) 1,417 42

(C) 561,563 565,309 598,675 526,560 523,962 640,465 633,288 626,468 622,914 615,582 692,749 683,681 679,987

１． 532,361 545,244 559,537 563,213 572,086 568,511 568,800 567,430 573,708 567,090 567,968 561,423 582,861

(1) 109,853 119,039 129,140 131,077 133,043 135,039 137,064 139,120 141,207 143,326 145,476 147,658 149,873
93,210 98,313 106,655 108,592 110,558 112,554 114,579 116,635 118,722 120,841 122,991 125,173 127,388
7,981 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571 11,571
8,662 9,155 10,914 10,914 10,914 10,914 10,914 10,914 10,914 10,914 10,914 10,914 10,914

(2) 218,584 210,400 202,307 203,975 204,776 205,728 206,733 207,842 209,113 209,942 211,006 212,073 213,360

55,348 68,806 66,423 66,414 66,170 66,042 65,951 65,939 66,052 65,788 65,713 65,632 65,725

50,411 61,114 52,965 53,707 54,190 54,678 55,170 55,667 56,168 56,674 57,184 57,699 58,218

292 287 579 587 592 597 602 607 612 618 624 630 636

112,533 80,193 82,340 83,267 83,824 84,411 85,010 85,629 86,281 86,862 87,485 88,112 88,781
(3) 203,924 215,805 228,090 228,161 234,267 227,744 225,003 220,468 223,388 213,822 211,486 201,692 219,628

２． 20,946 16,941 12,007 8,309 5,464 3,566 4,336 5,300 8,177 9,237 11,437 12,837 18,331

(1) 20,150 15,297 11,090 7,392 4,547 2,649 3,419 4,383 7,260 8,320 10,520 11,920 17,414

(2) 796 1,644 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917

(D) 553,307 562,185 571,544 571,522 577,550 572,077 573,136 572,730 581,885 576,327 579,405 574,260 601,192

(E) 8,256 3,124 27,131 △ 44,962 △ 53,588 68,388 60,152 53,738 41,029 39,255 113,344 109,421 78,795

(F)

(G)

(H)

8,256 3,124 27,131 △ 44,962 △ 53,588 68,388 60,152 53,738 41,029 39,255 113,344 109,421 78,795

(I) △ 30,329 △ 27,205 △ 74 △ 45,036 △ 98,624 △ 30,236 29,916 83,653 124,682 163,937 277,281 386,702 465,496
(J) 752,034 749,541 750,788 750,788 750,788 750,788 750,788 750,788 750,788 750,788 750,788 750,788 750,788

17,359 12,604 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982 14,982
(K) 287,570 258,685 228,698 190,591 160,029 134,914 108,085 96,708 87,103 87,103 90,381 93,257 98,406

173,081 164,732 141,595 103,488 72,926 47,811 20,982 9,605 3,278 6,154 11,303

98,020 76,186 87,103 87,103 87,103 87,103 87,103 87,103 87,103 87,103 87,103 87,103 87,103
( I )

(A)-(B)

(L) - - - - - - - - - - - - -

(M) 418,290 418,502 441,860 438,461 435,998 543,281 539,032 534,290 531,305 525,524 602,955 598,149 594,888

- - - - - - - - - - - - -

(N) - - - - - - - - - - - - -

(O)

(P) 418,290 418,502 441,860 438,461 435,998 543,281 539,032 534,290 531,305 525,524 602,955 598,149 594,888

- - - - - - - - - - - - -

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

健 全 化 法 第 22 条 に より 算 定 した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

R7 R8 R9

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

地 方 財 政 法 施 行 令第 15条 第１ 項に より 算定 した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

R10 R11

△ 23.5 △ 31.2 △ 46.0 △ 64.6

R12 R13 R14 R15 R16

△ 78.2

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出

R17

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 7.3 6.5 0.0 10.3 22.6 5.6 △ 5.5 △ 15.7



様式第2号（法適用企業・資本的収支）
※【参考】料金改定あり、一般会計からの基準外繰入金なし（収益的収入）

投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 R5 R6

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． 105,000 90,000 161,000 60,000 110,000 70,000 278,000 168,000

２．

３． 139,022 132,444 140,781 125,597 95,983 68,730 44,489 18,343 8,502

４．

５．

６．

７．

８． 146,911 5,482 69,093

９．

(A) 285,933 137,926 209,874 125,597 95,983 173,730 134,489 179,343 68,502 110,000 70,000 278,000 168,000

(B)

(C) 285,933 137,926 209,874 125,597 95,983 173,730 134,489 179,343 68,502 110,000 70,000 278,000 168,000

１． 259,522 100,664 112,193 308,493 122,293 212,293 182,293 323,293 122,293 222,293 142,293 557,293 337,293

２． 189,360 173,081 164,732 141,595 103,488 72,926 47,811 20,982 9,605 3,278 6,154

３．

４．

５．

(D) 448,882 273,745 276,925 450,088 225,781 285,219 230,104 344,275 131,898 222,293 142,293 560,571 343,447

(E) 162,949 135,819 67,051 324,491 129,798 111,489 95,615 164,932 63,396 112,293 72,293 282,571 175,447

１． 161,436 133,386 67,051 149,568 129,798 111,489 95,615 142,323 63,396 112,293 72,293 130,503 149,086

２．

３．

４． 1,513 2,433 174,923 22,609 152,068 26,361

(F) 162,949 135,819 67,051 324,491 129,798 111,489 95,615 164,932 63,396 112,293 72,293 282,571 175,447

(G)

(H) 734,219 561,138 396,406 254,811 151,323 183,397 225,586 365,604 416,000 526,000 596,000 870,722 1,032,568

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 R5 R6

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

88,386 86,557 79,897 23,178 18,077 13,272 11,920 11,259 11,886 12,191 12,545 11,569 11,783

35,823 30,809 24,097 23,178 18,077 13,272 11,920 11,259 11,886 12,191 12,545 11,569 11,783

52,563 55,748 55,800

266,138 137,926 209,874 125,597 95,983 68,730 44,489 18,343 8,502

91,145 85,115 82,067 71,217 52,763 38,198 24,731 10,258 4,803

174,993 52,811 127,807 54,380 43,220 30,532 19,758 8,085 3,699

354,524 224,483 289,771 148,775 114,060 82,002 56,409 29,602 20,388 12,191 12,545 11,569 11,783

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

R7 R8

R7 R8

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

R14 R15 R16 R17

補

塡

財

源

R9 R10 R11 R12 R13

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

う ち 職 員 給 与 費

R14 R15 R16 R17

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出

R9 R10 R11 R12 R13

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金



経営比較分析表（令和5年度決算）
長崎県　松浦市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例
法適用 水道事業 末端給水事業 A6 非設置 20,983 420.12 49.95 ■ 当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
) － 類似団体平均値（平均値）

　簡水統合後の複数年での比較により、資産更新の
必要性等、問題点がはっきりしてきた。
　次年度は経営戦略の見直しを行い、料金改定も含
め水道収益の見直しと起債の活用等の検討を進めて
いく。

239.17 【】 令和5年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 83.14 99.84 2,524 20,688

全体総括

86.50

①令和５年度は収支比率が100％を上回った。人口減少
に伴う給水収益の減少等もあるが、営業費用を抑えたこ
とで100％を超えることができた。今後も引き続き経営
改善を図っていかなければならない。
②令和５年度は純利益が計上されたため、累積欠損金の
減少につながった。今後も費用増加に備え、欠損金の解
消に努めなければならない。
③簡水統合後、比率は200％付近で推移している。企業
債の減少に伴い数値が改善し類似団体平均値以上となっ
ているが、今後の資産更新に備えて流動資産を大きくす
る努力が必要とされる。
④令和５年度に企業債の増加はなく類似団体平均値より
低い数値となっている。施設更新事業を行う場合にも収
支バランスを取りながら、平均以下の比率を保ちたい。
⑤人口減少、コロナ禍に伴う経済活動の低下による影響
もあり、比率は令和４年度より改善したものの類似団体
平均値より低い水準となっている。今後の施設更新費用
を見据えて類似団体平均値に近づけるように努めたい。
⑥給水原価については、昨年度よりも減少し、平均値を
下回っている。今後も有収率を改善し、水道水を安価に
作れる利点を生かした運営を行う。
⑦昨年度より減少し、利用率の類似団体平均値を下回っ
ている。今後は需要に合わせた施設のダウンサイジング
の検討も視野に入れなければならない。
⑧有収率は、昨年度に引き続き増加傾向である。しかし
ながら、類似団体平均値を下回っているため、管路更
新、漏水調査などにより、漏水等の原因を解消したい。

2. 老朽化の状況について

①簡水統合により全体の施設老朽化比率は平均値よ
りも下回っているが増加傾向にある。老朽化が進ん
でいる旧上水道施設から計画的な更新が必要とされ
ている。
②管路経年化率は横ばいであったが、管路は法定耐
用年数を超えているものも多く使用している。耐震
化を図っていく必要もあり、緊急性が高い箇所を厳
選して実施する。
③管路更新率は、上昇傾向にあるものの平均値を下
回っており、計画的な管路更新が必要である。

2. 老朽化の状況

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 0.00 0.15 0.17 0.22 0.28

平均値 0.52 0.53 0.48 0.50 0.41

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 118.11 103.46 98.06 99.96 101.49

平均値 108.61 108.35 108.84 105.92 106.01

40.00

42.00

44.00

46.00

48.00

50.00

52.00

54.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 44.91 47.18 49.41 51.46 51.51

平均値 49.92 50.63 51.29 52.20 52.70

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 24.51 24.75 27.39 29.77 29.77

平均値 16.88 18.28 19.61 20.73 22.86

①経常収支比率(％)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 0.00 6.41 9.28 9.18 7.25

平均値 3.59 3.98 6.02 7.78 9.59

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 230.22 223.02 234.59 268.56 261.51

平均値 379.08 367.55 378.56 364.46 338.89

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 373.30 328.18 277.55 227.34 181.40

平均値 398.98 418.68 395.68 403.72 400.21

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 98.77 81.68 76.85 79.77 82.37

平均値 98.64 94.78 97.59 92.17 92.83

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 138.77 168.25 178.03 171.71 165.59

平均値 178.92 181.30 181.71 188.51 189.43

50.00

52.00

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

64.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 61.57 61.00 61.62 59.67 58.28

平均値 55.14 55.89 55.72 55.31 55.14

76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 83.79 83.07 82.05 84.73 86.58

平均値 81.39 81.27 81.26 80.36 80.13

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【108.24】 【1.50】 【243.36】 【265.93】

【89.42】【59.81】【177.56】【97.82】

【52.02】 【25.37】 【0.62】


